
�愛媛県告示第１１７１号
愛媛県森林病害虫等防除事業補助金交付規程（昭和３８年７月愛媛県告示第５１４号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、平

成２１年度の補助金から適用する。

平成２１年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（事業の実施主体）

第１条の２ 前条に規定する事業を行う者は、市町、森林組合及び

森林所有者（事業の対象となる伐採木等の所有者を含む。以下同

じ。）並びに森林所有者から事業の委託を受けた者（知事が適当

と認めた者に限る。以下同じ。）とする。ただし、次条の表事業

の種類の欄に掲げる事業のうち、松くい虫感染源除去にあつては

森林所有者及び森林所有者から事業の委託を受けた者と、樹幹注

入剤による松林保全対策及び松林保全活動の補助にあつては市町

及び森林組合（松林保全対策にあつては、知事が適当と認めた者

に限る。）と、貸付用防除機具等の整備にあつては市町、森林整

備法人、林業者等が組織する団体及びその連合会とする。

（交付対象及び補助率）

第２条 補助金交付の対象とする事業、基準及び補助率は次のとお

りとする。ただし、森林病害虫等を駆除するため及びそのまん延

を防止するための命令により防除を実施する必要のある場合は、

この基準以下のものであつても対象とすることがある。

（事業の実施主体）

第１条の２ 前条に規定する事業を行う者は、市町、森林組合及び

森林所有者（事業の対象となる伐採木等の所有者を含む。以下同

じ。）並びに森林所有者から事業の委託を受けた者（知事が適当

と認めた者に限る。以下同じ。）とする。ただし、次条の表事業

の種類の欄に掲げる事業のうち、松くい虫感染源除去にあつては

森林所有者及び森林所有者から事業の委託を受けた者と、樹幹注

入剤による松林保全対策 にあつては市町

及び森林組合（ 知事が適当と認めた者

に限る。）と、貸付用防除機具等の整備にあつては市町、森林整

備法人、林業者等が組織する団体及びその連合会とする。

（交付対象及び補助率）

第２条 補助金交付の対象とする事業、基準及び補助率は次のとお

りとする。ただし、森林病害虫等を駆除するため及びそのまん延

を防止するための命令により防除を実施する必要のある場合は、

この基準以下のものであつても対象とすることがある。

事業の種類 基 準 補助率 事業の種類 基 準 補助率

省略 省略

貸付用防除機

具等の整備

省略 貸付用防除機

具等の整備

省略

松林保全活動

の補助

松くい虫が運ぶ線虫類により枯死す

るおそれのない松等の植栽に係るボ

ランティア活動に必要な経費を補助

するもの

同
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�愛媛県告示第１１７２号
国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第９条第１項の規定に基

づき、昭和５６年４月２１日改定した愛媛県土地利用基本計画の一部を

次のように変更した。

変更後の土地利用基本計画図は、愛媛県庁、各市役所及び各町役

場において一般の縦覧に供する。

平成２１年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

別添土地利用基本計画図の一部を次のように改める。

（図面省略）

�愛媛県告示第１１７３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２１年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１７５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年９月１８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第１１７６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年９月１８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１８）第１３５１２号 平成１８年
８月２８日 七協建設（株） 池田 主税 松山市山越町４２３－４ 平成２１年

８月３日 建築工事業 建設業の廃止

（特－１８）第２６８０号 平成１８年
９月７日 拓明建設（株） 永井 将司 上浮穴郡久万高原町西谷

１２６６９
平成２１年
８月１１日

建築工事業
鉄筋工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第６６１３号 平成１９年
２月１３日 （有）進設備 吉野内勝子 松山市姫原３－６－１５ 平成２１年

８月１７日 消防施設工事業 建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市鴨川三丁目６０３番７２地先から

同市鴨川三丁目６０３番６８まで
平成２１年９月１８日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中局建（開）第２８号

平成２１年９月８日 伊予郡松前町大字上高柳字千代前１２６番５

松山市久万ノ台１７６番地３

サンライズ第三マンション７０６号

伊 藤 健 二

伊 藤 実 穂 子

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中局建（開）第２９号

平成２１年９月１１日
伊予市宮下字高殿３８４番７

宇和島市保手二丁目８番２０号

水野ハウス７号

川 端 正 幸
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�愛媛県告示第１１７７号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・宮ノ下地区）の施行は、適当と認められる

ので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成２１年９月１８日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

宮ノ下地区）計画書の写し

� 内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成２１年９月２４日から１０月２２日まで

３ 縦覧場所

内子町役場本庁

平成２１年９月１８日 発行

愛 媛 県 報 第２１０１号平成２１年９月１８日

８１６


